
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　所論利息月八分の約束が利息制限法に違反することはいうまでもないが、これが

ため消費貸借自体が無効となるものと解すべきでなく又原審は同法の制限を超過す

る部分につき特約の効力を認めたのでないことは、その判示に照し明らかである。

その他の論旨は原審の弁済期に関する事実認定並びに証拠の取捨判断を非難するも

のであつて、論旨は民事上告事件特例法に掲ぐる事由に当らない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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